
第６８号議案 

ふじみ野市個人情報保護条例等の一部を改正する条例 

（ふじみ野市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 ふじみ野市個人情報保護条例（平成１７年ふじみ野市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

第１８条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を

「第１９条第８号」に改める。 

（ふじみ野市手数料条例の一部改正） 

第２条 ふじみ野市手数料条例（平成１７年ふじみ野市条例第５０号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第１項第３号及び同条第３項中「別表３９の項から５６の項まで」を

「別表３８の項から５５の項まで」に改める。 

別表中８の項を削り、９の項を８の項とし、１０の項から６２の項までを１

項ずつ繰り上げ、同表６３の項中「３９の項」を「３８の項」に、「４０の項

」を「３９の項」に改め、同項を同表６２の項とし、同表６４の項中「３９の

項」を「３８の項」に、「４０の項」を「３９の項」に改め、同項を同表６３

の項とし、同表６５の項中「３９の項」を「３８の項」に、「４０の項」を「

３９の項」に改め、同項を同表６４の項とし、同表６６の項中「６９の項」を

「６８の項」に改め、同項を同表６５の項とし、同表６７の項中「３９の項」

を「３８の項」に、「４０の項」を「３９の項」に、「６８の項第１号イ」を

「６７の項第１号イ」に改め、同項を同表６６の項とし、同表中６８の項を６

７の項とし、６９の項を６８の項とする。 

（ふじみ野市個人番号の利用事務等に関する条例の一部改正） 

第３条 ふじみ野市個人番号の利用事務等に関する条例（平成２７年ふじみ野市

条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第４項中「第１９条第８号」を「第１９条第９号」に改める。 

別表第１の１９の項中「平成１７年ふじみ野市告示第８４号」を「令和３年

ふじみ野市告示第９７号」に改め、同表２６の項中「ふじみ野市難聴児補聴器

購入費助成事業実施要綱」を「ふじみ野市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

」に改め、同表３６の項中「ふじみ野市後期高齢者医療人間ドック検査料補助

金交付要綱」を「ふじみ野市後期高齢者医療人間ドック等検査料補助金交付要

綱」に改める。 

別表第３の１の部都道府県知事の項中「雇用対策法」を「労働施策の総合的

な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

令和３年８月３０日提出 



ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

デジタル庁設置法（令和３年法律第３６号）及びデジタル社会の形成を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の施行に伴い、

条文を整理するため、ふじみ野市個人情報保護条例等の一部を改正したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。 


